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ニュ

1
イ
シ
グ
ラ
シ
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

五

ユ

1
4
ン
グ
ラ

ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

イ左

}捧

日
日

彦

一
、
序

」一一口

一
六

0
0年
代
の
↓
初
期
に
、
英
岡
か
ら
北
米
-
一
ユ

I
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
渡
航
し
た
植
民
者
は
、

一
般
に
、
清
教
徒

(
F
E
5
5
)

と
栴
せ
ら
れ
る
宗
教
上
の
立
場
を
保
持
す
る
人
法
で
る
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
共
後
の
発
展
に
割
し
、
之
等
の
清
教
徒
が
、
軍
大
友
役

割
を
損
じ
た
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
私
は
本
稿
に
於
て
は
、
清
教
徒
の
宗
教
的
及
び
政
治
的
思
想
に
つ
い
て
、
考
察
-pe
加
へ

ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

法
一

一
般
に
清
教
徒
の
思
想
は
民
主
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
淵
加
は
共
庭
に
殻
し
て
居
る
と
設
か
れ
て
居
る
む

註
二

而
し
て
か
L
る
民
主
思
想
は
、
カ
ル
ピ
ン
か
ら
穫
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
清
教
徒
と
稿
せ
ら
れ
る
集
闘
は
百

は
そ
の
山
中
に
多
数
の
分
汲
を
含
む
の
で
あ
り
、
若
し
之
を
大
別
す
る
た
ら
ば
長
老
波
(
可
湾
出
ず
〕
去
ユ
自
由
)
と
分
離
減
ハ

F
3
5号
F

}
{
巴
(
{
巾
同
)
品

H
M
L
2』
同
国
〉

と
に
区
別
す
る
事
を
得
る
の
で
あ
る
。
而
も
此
の
二
者
の
思
想
は
、
清
教
徒
と
し
て
概
観
す
べ
き
場
合
に
は
、
或

る
共
通
貼
を
有
す
る
が
、
若
し
清
教
徒
を
分
減
車
伎
に
考
察
す
べ
き
場
合
に
は
、
甚
だ
し
く
相
反
す
る
主
張
と
賀
践
と
左
有
す
る
も

イ
シ
グ
ラ
シ
ド

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ゑ
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
共
通
鮪
と
不
一
致
結
と
を
有
す
る
こ
集
聞
は
、
英
闘
に
於
て
殻
生
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
於
て
杭
民
初
期
に
夫
々
特
有
の
護
展
を
行
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
蝦
に
ア
メ
リ
カ
の
思
想
の
特
質
を
、



そ
の
淵
加
を
此
の
雨
者
の
何
れ
に
求
む
べ
き
か
は
、
夫
々
の
思
想
塊
の
精
細
な
検
討

な
く
し
て
は
、
到
底
不
可
能
な
事
と
言
は
-
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
か
L
る
清
教
徒
の
中
の
二
分
抵
の
思
想
を
、
そ
の
始
源

そ
の
民
主
主
義
、
怒
る
鼎
に
求
め
た
と
し
て
も
、

に
遡
っ
て
解
明
す
る
事
を
目
的
と
す
る
も
の
で
る
る
。

二
、
清
教
徒
の
成
立

イ

v'
タ
ラ
レ
ド

英
闘
は
、
特
異
友
経
過
に
よ
っ
て
宗
毅
改
革
を
遂
行
し
た
の
即
ち
へ
ン
リ

l
八
世
が
そ
の
婚
姻
に
闘
す
る
事
件
を
契
機
と
し
て

一
五
三
三
年
に
ロ
1
マ
数
合
と
の
闘
係
を
断
絶
し
た
時
、
議
舎
は
之
を
助
け
て
、
宗
毅
改
革
的
立
法
を
舟
久
留
』
次
ぎ
と
行
っ
た
の
で

b

る
。
王
を
英
岡
敬
舎
の
唯
一
最
高
の
首
長
と
す
る
「
首
長
令
」

(
k
p
a
c
内
白
石
5
5
4
)
や
、
王
の
手
初
の
餅
畑
か
ら
生
れ
た
子
等

の
王
位
機
承
時
粧
を
奪
っ
て
、
之
を
ア
ン
・
ボ
レ
イ
ン
の
子
孫
に
興
へ
る
「
稽
承
律
」

f
k
r
n
H
A
密
戸
市
町
。
色
。
H
H
)

は
そ
の
・
中
の
重
要
な
も

の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
王
と
議
舎
と
の
共
同
動
作
に
よ
っ
て
、
英
閣
の
宗
毅
改
革
は
完
成
し
、
英
闘
関
恥
似
合

(
h
H
Z
F
E
岳
己
与
)

が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
宗
教
改
革
の
様
式
は
、
大
陸
の
夫
と
は
甚
だ
異
怒
る
も
の
で
あ
り
、

一
見
し
た
所
は
、

J、、

ン
リ

1
八
世
の
集
ま
ぐ
れ
か
ら
出
た
行
銭
の
結
果
で
る
る
か
の
如
く
に
さ
へ
見
え
る
。
然
し
、
た
と
へ
そ
の
行
動
の
動
機
は
王
の
本

意
に
求
む
可
き
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
必
や
し
も
常
に
王
の
行
動
に
賛
意
そ
表
す
る
も
の
で
な
い
議
舎
が
、
王
に
断
乎
た
る
問
民
的

支
持
を
あ
た
へ
、
そ
の
気
ま
ぐ
れ
の
行
動
に
、
闘
民
的
殻
岡
武
を
付
興
し
た
事
は
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
駐
に
着
目

す
る
な
ら
ば
、
此
の
宗
数
改
革
は
、
表
面
に
現
は
れ
た
所
よ
り
も
、
英
一
だ
探
い
根
擦
を
有
す
る
も
の
と
考
へ
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即

ち
常
時
の
閤
民
的
意
識
の
中
に
除
、
王
陀
針
す
る
忠
誠
の
念
が
探
く
存
在
し
た
率
、
強
力
な
反
僧
侶
的
感
情
が
勢
力
を
占
め
て
居
た

事
、
を
見
・
な
け
れ
ば
た
ら
ゑ
い
。
か
も
お
る
念
慮
は
何
れ
も
、
王
を
中
心
と
し
て
、
ロ
ー
マ
か
ら
、
又
蓄
教
的
権
威
闘
家
か
ら
の
干
渉

を
排
除
し
て
、
英
岡
山
朱
の
岡
民
的
設
展
を
計
ら
う
と
の
闘
望
の
る
ら
は
れ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
英
同
教
舎
は
斯
の
如
き
根
擦

に
立
ワ
て
、
成
立
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
h

る
宗
教
改
革
を
成
J

枕
し
た
人
々
が
、
改
革
後
に
於
て
も
、
恥
似
合
及
び
園

=ュ
1
イ
シ
グ
ラ

ν
ド
の
清
教
徒
縞
民
者
に
就
て
・

一五一一一



ニ
ュ
ー
イ
シ
グ
ラ

y
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て
・

一
五
四

家
に
於
け
る
絶
封
主
義
を
堅
く
遜
奉
し
、
王
及
び
併
一
止
の
絶
封
的
な
味
方
と
た
っ
た
事
は
営
然
で
-
あ
っ
た
。
か
L
る
人
々
は
営
時
の

英
岡
人
の
大
多
数
を
市
め
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
を
支
配
し
た
も
の
は
、
寅
に
封
建
的
精
一
帥
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
改
革

は
未
だ
個
人
の
魂
を
ゆ
り
動
か
し
、
封
建
的
身
分
を
破
壊
す
る
に
は
歪
ら
や
、
彼
等
は
、
枇
合
秩
序
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
、
支
配

者
に
到
す
る
臣
下
の
忠
誠
で
る
る
と
考
へ
、
之
は
教
舎
と
岡
家
と
の
合
一
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
信
巴
て
居
た
の
で
る
つ

た
。
臣
下
な
る
市
民
は
、
同
時
に
数
合
及
び
闘
家
心
中
に
生
れ
、
彼
等
は
か
く
て
そ
の
宗
教
的
並
に
現
世
的
主
君
へ
の
忠
誠
の
義
務

を
負
ふ
の
で
あ
っ
た
。
構
成
は
、
数
舎
の
夫
も
岡
家
の
夫
も
、
共
に
一
紳
に
由
来
す
る
も
の
で
る
り
、
王
と
情
正
と
は
紳
に
の
み
仕
へ

る
キ
リ
ス
ト
そ
の
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
の

斯
の
如
き
立
場
に
立
つ
人
々
は
、
英
岡
人
中
白
大
多
数
で
る
っ
た
の
で
あ
る
が
、
時
の
経
過
と
共
に
、
此
の
立
脚
賭
の
有
す
る
弱

駒
が
明
白
に
さ
れ
、
之
に
反
す
る
立
場
が
営
時
の
一
杭
合
居
の
裂
開
に
沿
っ
て
'
次
第
に
形
成
さ
れ
る
事
・
と
な
っ
た
。
上
速
の
主
張
を
仔

細
K
M吟
味
し
、
叉
岡
教
合
が
現
賢
に
採
っ
た
制
度
を
見
れ
ば
、
共
庭
に
は
筒
、
ロ
ー
マ
的
な
も
の
が
多
分
に
残
存
し
て
居
る
事
が

明
か
と
友
る
の
で
あ
る
。
正
と
併
正
と
を
絶
釘
の
も
の
と
す
る
事
は
、
法
王
に
始
ま
る
階
居
的
倫
職
者
の
絶
封
構
成
を
肯
定
す
る
事

と
品
川
ど
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。
王
E
t
僧
正
と
の
み
が
、
榊
に
の
み
仕
へ
る
キ
リ
ス
ト
共
人
で
あ
る
・
な
ら
ば
、

は
品
川
」
友
る
ル
ッ
ク
1
の
大
主
張
は
何
底
か
へ
失
は
れ
る
事
2

と
な
り
、
宗
教
改
革
の
大
精
一
岬
は
、
地
に
棄
て
ら
れ
る
事
と
な
る
の
で

「
す
べ
て
の
信
仰
者

あ
る
。
若
し
英
岡
の
宗
教
改
革
が
主
に
針
す
る
忠
誠
の
念
の
顕
揚
を
の
み
目
的
と
し
て
居
た
な
ら
ば
、
夫
は
営
然
と
も
言
ぴ
得
ゃ
う

が
、
夫
は
矢
張
り
一
佃
の
宗
教
改
革
で
る
っ
た
の
で
る
る
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
精
神
が
見
失
は
れ
る
事
は
、
宗
教
的
友
人
々

に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
所
で
あ
っ
た
。
か
く
て
岡
敬
内
に
存
す
る
ロ

l

マ
的
残
物
を
一
帰
し
、
宗
教
改
革
の
「
純
粋
」
を
保
た
う
と

欲

l
、
之
を
百
行
せ
ん
と
す
る
人
K

が
生
や
る
に
一
生
っ
た
の
で
る
る
。
第
一
の
立
場
に
立
つ
人
々
は
、
岡
敬
一
次

(
k
p

ロ
m]仙
の
き
叩
)

と

呼
ば
れ
、
第
二
の
立
場
に
立
つ
人
々
は
、
上
速
の
如
き
そ
の
目
標
か
ら
し
て
、
清
教
徒
戸
刷
》
戸
旦
窓
口
出
)
と
呼
ば
れ
る
事
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
品
川
教
徒
の
主
張
は
、
右
の
如
く
、
純
粋
に
改
革
的
な
る
も
の
L
賞
徹
に
-
あ
っ
た
の
で
る
る
が
、
同
教
祇
の
主
張
が
、
現
世



の
支
配
者
な
る
王
を
精
一
利
回
介
の
支
配
者
た
ら
し
め
ん
と
し
、
叉
同
時
に
精
神
田
介
の
支
配
者
な
る
僧
正
を
現
世
の
支
配
者
た
ら
し
め
ん

と
1
た
離
に
、
一
榊
盟
主
政
治
と
の
奇
異
友
結
合
が
あ
っ
た
如
く
、
清
教
徒
に
於
て
も
、
そ
の
よ
主
張
は
一
脚
墜
と
政
治
と
の
混
滑
と
な
っ

て
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
等
は
、
一
柳
躍
に
代
ふ
る
に
信
仰
者
を
以
て
し
ゃ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
清
教
徒
に
於
て
も
、
王
を

精
榊
凶
作
、
俗
界
の
支
配
者
と
し
て
認
め
る
事
は
、
岡
毅
誠
と
同
様
で
あ
っ
た
が
、
俗
正
の
権
威
に
代
ふ
る

K
、
信
仰
者
の
あ
る
も
の

を
以
て
し
ゃ
う
、
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
僧
正
に
代
ふ
る
に
「
選
ま
れ
た
る
者
の
奉
仕
」
の
原
理
を
以
て
し
た
の
で
る
っ
た
。
闘

家
数
合
の
制
度
を
維
持
し
円
J
L
、
数
匡
の
支
配
を
、
俗
人
に
よ
っ
て
選
ま
れ
た
る
巌
善
長
賢
の
人
達
、
即
ち
所
謂
「
長
老
」
(
吋
怒
加
す

長
老
波
(
市
『
gゲ
句
丹
市
氏
自
由
)

同
宏
司
団
)
を
以
て
し
ゃ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
故
に
之
等
の
人
々
は
、

ム
」
呼
ば
れ
る
事
と
な
う
た

の
で
あ
る
。
此
慮
で
注
意
を
要
す
る
事
は
、

「
長
老
」
は
必
十
し
も
信
仰
者
D
す
べ
て
で
は
な
い
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
夫
は
謹
ま
れ

た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
選
ぶ
方
法
が
た
と
へ
信
仰
者
の
多
数
が
自
身
の
カ
に
よ
っ
て
選
ぶ
に
あ
る
に
せ
よ
、
謹
ま
れ
た
る
者
は

濯
ぶ
人
々
よ
り
透
か
上
位
に
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ehv

選
ぶ
者
は
同
質
同
等
で
は
な
く
、
信
仰
者
の
間
に
は
、
優
れ
た
る
も
の
と
然
ら

ざ
る
も
の
と
が
あ
り
、
長
老
は
此
の
優
れ
た
る
人
々
で
あ
る
と
言
ふ
の
が
そ
D
前
提
な
の
で
る
る
。
か
L

る
思
想
は
明
か
に
、
後
述

す
る
如
く
、
ウ
イ
ツ
テ
ン
ベ
ル
グ
か
ら
停
-
来
し
た
も
の
で
な
く
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
的
な
も
の
に
外
友
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
L

る
主
張

の
支
持
者
は
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
犬
多
数
で
あ
り
、
叉
地
方
の
ジ
エ
ン
ト
ル
メ
ン
(
の
自
己
巾
B
S
)
の
中
に
も
、
可
成
り
の
信
奉
者
を

註一ニ

持
て
居
た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
長
老
祇
D
主
張
を
見
れ
ば
、
夫
が
清
教
徒
を
費
生
せ
し
め
た
宗
毅
改
革
の
賞
徹
と
言
ふ
主
張
に
充

分
に
山
山
買
で
な
い
事
は
、
明
か
で
あ
ら
う
。
夫
は
船
田
正
に
代
ふ
る
に
長
老
を
以
で
し
た
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
信
仰
者
は
、
未
だ
毅

舎
の
す
べ
て
に
参
加
す
る
事
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
清
教
徒
中
に
、
そ
の
分
妖
或
は
正
し
く
は
第
三
の
集
振
が
護
生
す
る

事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
之
等
の
人
K

は
、
併

E
或
は
長
老
に
よ
っ
て
、
支
配
せ
ら
れ
る
事
を
欲
せ
や
、
同
等
た
心
の
人
建
と
集
合

し
‘
且
つ
地
方
的
自
治
の
基
礎
の
上
に
、
調
立
な
る
数
合
を
つ
く
る
事
を
欲
し
た
の
で
あ
っ
た
。
之
は
、
ル
ツ
グ
l
の
主
張
の
終
局

的
な
表
現
と
見
る
事
を
得
る
も
の
で
あ
り
、
叉
全
清
教
徒
運
動
の
最
左
翼
で
あ
っ
て
、
同
時
に
叉
枇
合
的
下
民
用
者

ω新
し
く
目
ざ
め

ニュ
1
イ
ン
グ
ラ

ν
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
五
五



ニュ
1
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
の
荷
数
徒
植
民
者
に
就
て

一
五
六

た
気
運
を
表
現
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
は
ピ
彼
等
は
、
革
命
的
個
人
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
主
張
に
忠
な
れ

ば
な
る
桂
、
同
数
合
と
離
れ
、
か
く
し
て
結
局
に
於
て
は
、
王
に
叛
き
去
る
事
と
も
な
る
の
で
あ
る
の
彼
等
は
パ
ウ
ロ
の
命
「
主
い

ひ
給
ふ
、
汝
等
か
れ
等
の
中
よ
り
向
で
之
を
離
れ
被
れ
た
る
も
の
に
蝿
る
L

な
か
れ
」

(
コ
リ
ン
ト
後
書
第
六
章
十
七
節
)
を
文
字

通
り
に
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
故

κ彼
等
は
、
分
離
波
(
①
42dHHぽ
仲
間
)
或
は
潤
立
減

Q
E
4
2
E
g
g
)
と
m仰
せ
ら
れ
る
事

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ツ
タ
ー
の
主
張
は
、

一
設
に
榊
の
闘
を
目
指
す
も
の
で
あ
づ
て
、
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
は
彼
の
燭
れ
る

所
で
は
・
な
か
っ
た
が
、
精
州
界
と
俗
図
作
と
を
現
賓
の
生
活
に
が
、
て
分
離
す
る
事
の
不
可
能
な
俗
人
に
あ
っ
て
は
、
特
に
営
時
の
欣
態

に
あ
っ
て
は
、
ル
ツ
タ

l
の
主
張
か
ら
の
論
理
的
結
論
と
し
て
、
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
を
引
き
出
し
た
事
は
菟
か
れ
難
い
所
と
言

は
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
分
離
採
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
榊
思
上
の
松
掠
に
立
っ
て
居
た
も
の
で
あ
っ
て
、
伎
の
民
主
主
義
の

夫
と
は
起
だ
同
品
目
る
献
を
有
し
て
居
た
事
は
、
特
に
注
意
を
要
す
る
鮎
で
る
っ
て
、
此
の
事
に
つ
い
て
は
次
に
詳
論
す
る
c

と
も
か
く

斯
の
如
き
主
張
が
、
革
命
的
性
質
を
有
す
る
の
い
μ
勿
論
で
あ
っ
て
、
此
の
熱
情
的
主
張
の
中
に
は
、
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
時
代
に
モ
の

勢
力
を
作
た
各
種
の
宗
振
を
分
つ
事
を
得
る
の
で
あ
る
。
今
、
そ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
第
五
王
岡
祇

QJ即
時
仲
町
出
S
2ロY
H

沼
市
ロ
)

持
洗
祇

(
k
p
E
E
}悼
凶
器
〉
教
友
波
(
∞
2
貯
許
可
色
町
ユ
自
会

w
h
v
g
W
2
5
シ
l
カ

1
ズ

(
a
g
T
Z
)組
合
祇

(
(
)
S
m湾
問
停
止

C
H
E
U
Z
)
等

が
之
で
あ
る
。
第
五
王
闘
況
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
奈
一
肺
千
年

Q
E
r
E
Eロ
)
が
近
づ
き
つ
L

あ
る
事
を
信
じ
た
も
の
で
あ
り
、

討
四

一
持
洗
抵
は
、
男
女
を
問
は
や
、
部
持
に
小
川
の
流
れ
で
、
之
に
改
め
て
洗
踏
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
叉
教
友
一
淑
は
、
彼
等
の
信
仰

ク
エ
ー
カ
ー
ズ

を
肉
簡
の
山
政
動
に
よ
っ
て
表
明
し
た
も
の
で
る
っ
て
、
此
の
事
か
ら
彼
等
に
震
勤
者
の
名
稽
が
る
た
へ
ら
れ
た
の
で
る
る
の
更
に
、

シ
l
カ

1
ズ
は
、
荷
数
的
急
進
主
義
の
最
も
完
全
な
表
現
で
あ
っ
て
、
宗
根
と
言
ふ
よ
り
は
寧
ろ
、
個
人
の
集
合
と
見
る
可
き
も
の

で
あ
り
、
員
の
教
品
開
を
遥
か
の
光
明
の
中
に
求
め
ん
と
す
る
人
々
で
あ
っ
た
勺
高
名
の
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
や
ミ
ル
ト
ン
も
此
の
抵
の
人

詑
五

々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
前
後
に
紺
合
抵
は
、
各
数
A
W
の
完
全
な
向
治
と
、
岡
山
余
か
ら
の
濁
立
を
キ
白
抗
す
る
も
の
で
る
っ
て
、
此
の

賄
に
於
て
は
、
ハ
恥
も
現
質
的
・
注
分
離
派
中
の
一
分
抵
で
あ
り
、

一
六
二

O
年
に
プ
リ
マ
ウ
ス

(
出
口
巧
同

v
q
g
-
E
V〉

に
渡
っ
た
、
ピ



ル
グ
リ
ム
ス
プ
ア

i
ザ

l
ス
(
出
}
雪
山
自
由
可
巳

Z
gゾ
は
此
の
組
合
誠
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
く
多
数
の
分
祇
を
そ
の
中
に
含
む
と
は
言
へ
、
分
離
抵
の
人
々
は
、
何
れ
も
紳
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
ユ

1
ト
ピ
ヤ
へ
の
夫
々

の
特
殊
な
道
を
あ
ゆ
む
も
の
で
あ
っ
て
、
既
存
数
舎
の
束
縛
を
無
叫
し
、
枇
命
日
的
統
一
の
債
値
を
否
定
し
た
人
々
に
外
友
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
彼
等
や
一
偉
大
な
個
人
主
義
者
と
呼
ぷ
事
も
可
能
友
の
で
あ
る
。
而
し
て
叉
、
斯
の
如
き
雑
多
段
主
張
を
有
す
る
各
分
派

が
、
分
離
抵
の
名
の
下
に
一
括
さ
れ
る
の
は
、
夫
等
が
草
花
関
数
舎
か
ら
の
分
離
樹
立
-
な
る
黙
に
於
て
一
致
寸
る
の
み
で
友
く
、
夫

等
が
何
れ
も
英
闘
民
生
活
上
の
確
定
的
原
理
の
探
求
に
於
て
、
問
教
波
及
び
長
老
涙
と
相
異
怒
る
道
を
行
く
も
の
で
あ
る
結
に
於
て

一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
へ
・
な
け
れ
ば
友
ら
た
い
。
宗
教
上
の
主
張
は
、
彼
等
の
身
に
ま
と
ふ
色
と
り

E
り
の
衣
裳
友
の
で
る
っ

て
‘
そ
の
中
按
を
な
す
も
の
は
、
園
民
生
活
の
確
定
的
原
理
の
探
求
に
劃
す
る
熱
烈
左
努
力
友
の
で
あ
っ
た
の
で
る
る
。

以
上
、
迷
ぺ
た
所
か
ら
略
k

明
か
と
な
っ
た
如
く
二
五
一
-
一
一
一
生

sκ
始
ま
る
英
関
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
宗
祇
は
、
岡
敬
仮

と
清
教
徒
と
で
あ
る
が
、
貫
は
後
者
は
長
老
振
と
分
離
汲
と
に
分
た
る
可
き
も
の
-
な
の
で
あ
る
n

而
し
て
=
ュ
1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
O

航
民
者
は
之
等
後
の
二
汲
の
人
K

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
英
関
に
於
け
る
一
世
舎
的
背
景
を
失
っ
て
、
か
L

為
異
質
的
思
想
塊
が

ア
メ
リ
カ
に
が
、
て
如
何
な
る
護
展
を
な
し
た
か
は
、
極
め
て
興
味
あ
る
事
柄
と
言
は
‘
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
注
意
す
ぺ
き
は

上
述
し
た
如
き
、
清
教
徒
思
想
の
確
定
的
形
態
は
、

一
六
回
二
年
の
所
謂
清
教
徒
革
命
の
如
き
大
事
件
を
絞
て
始
め
て
夫
と
確
言
し

一
五
三
三
年
の
宗
教
改
革
か
ら
清
教
徒
革
命
に
至
る
百
年
間
は
、
清
教
徒
思
想
が
地
ヂ
線
下
か
ら
地
上
へ
の
問

現
の
過
棋
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
特
に
初
期
ス
チ
ユ
ワ

l
ト
家
が
一
柳
樺
に
よ
っ
て
統
治
し
た
一
六

0
0年
代
の
初
期
は
、
園
教
涯

が
厳
重
に
長
老
派
の
露
頭
を
抑
墜
し
た
時
代
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
長
期
議
舎
こ
六
問
。
年

l
一
六
回
二
年
)
の
初
期
の

作
る
の
で
あ
っ
て
、

頃
は
、
長
老
派
の
勢
力
が
弐
第
に
推
積
し
た
時
代
で
あ
り
、
叉
清
数
徒
革
命
常
時
は
分
離
抵
の
社
民
感
期
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

故
に
一
六

O
O年
の
始
め
に
英
同
を
去
っ
た
清
教
徒
は
、
い
は
官
潜
在
的
長
老
減
、
府
在
的
分
離
祇
と
も
一
言
ふ
可
き
も
の
で
あ
っ
て

彼
等
が
ア
メ
リ
カ

K
於
て
示
し
た
所
は
、
彼
等
が
英
闘
に
あ
っ
て
行
は
ん
と
じ
た
立
闘
の
表
現

κ外
友
ら
な
い
の
で
あ
り
、
而
も
か

ニュ

1
イ
γ
グ
ラ
ン
ド
の
清
数
徒
植
民
者
に
就
て

一
五
七



一ユ
1
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
五
八

L
る
意
闘
が
、
新
ら
し
い
環
境
に
於
て
、
そ
の
本
来
目
指
し
た
融
か
ら
如
何
た
る
費
移
を
示
し
た
か
は
、
ま
と
と
に
興
味
あ
る
事
と

一
宮
口
は
・
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
但
し
組
合
汲
は
、
後
越
す
る
如
く
此
の
賭
に
つ
い
て
特
別
友
位
置
に
あ
っ
た
う
次
意
K
於
て
は
、
か
L

る

こ
郡
の
思
想
塊
の
一
厨
詳
制
な
検
討
を
行
ふ
事
と
す
る
。

一
-
一
、
敬
曾
の
意
義
と
思
想
の
移
植

清
教
徒
は
、
宗
教
改
革
の
営
然
の
結
果
と
し
て
、
出
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
園
民
と
議
舎
の
大
多
数
の
支
持
を
受
く
可
き

も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
王
と
之
を
支
持
す
る
宮
廷
人
は
、
営
然
に
岡
敬
仮
で
あ
り
、
あ
る
時
は
、
奮
教
的
色
彩
を
さ
へ
有
し
て
居
た

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
等
の
辿
っ
た
経
路
は
決
し
て
本
ま
れ
た
も
の
で
は
・
な
か
っ
た
。
殊
に
ア
メ
リ
カ
へ
の
植
民
が
大
い
に
行
は
れ

一
六

O
O年
時
代
の
初
期
は
、
土
壇
の
如
く
、
そ
の
被
抑
隊
一
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
二
六
二
五
年
|
一

た、六
附
九
年
)
の
治
世
に
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
仰

E
と
な
っ
た
ロ

1
ド
ハ
巧
ロ

F
B
F
2
5
は
組
端
な
保
守
主
義
者
で
あ
り
、
教
舎

と
岡
家
と
の
結
合
及
び
敬
儀
儀
式
の
厳
守
を
主
張
し
た
か
ら
、
園
教
徒
と
清
教
徒
と
の
争
は
公
然
た
る
も
の
と
な
り
、
而
も
夫
は
後

者
の
不
利
に
民
附
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ド
は
宗
教
裁
判
所
、
殊
に
最
高
法
院
を
後
間
と
し
て
、
大
撃
と
僧
侶
の
粛
正
を
断
行
し

叉
過
度
に
新
敬
的
な
説
教
を
取
締
っ
た
の
で
る
る
。
清
教
徒
の
私
の
鵡
拝
堂
は
閉
鎖
さ
れ
、
そ
の
集
舎
は
弦
止
さ
れ
た
。
此
の
時
代

は
、
大
陸
に
於
て
は
組
問
敬
諸
問
の
勢
力
の
伸
張
し
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
英
闘
に
於
て
も
之
を
反
叫
し
、
宜
容
は
か
へ
つ

清て
教信
徒数
の徒
ユの
t--. 

トに

ピぷ
アま
はれ
未 1
7さ尉
教

UJj ~~ 

墜定
説恕
ι恨
ι と
と
る普
..，策
二三 (/) 

ー一 日ら、 Aを

えを，，， 

清苦
手責
科三 ざ
eJる-'/1'を
ミ得
議Ef主
.~I;:;: か
いぺ ωつ
σコ
且た
誌の
まで
」あ
る
るてコ 。

ぞか
ク 2
回 二二・

ムベ

ゥ動
ー時
lL-代

2Z 
T て
命凶
(/) '~ 

如
き
が
起
ら
う
と
は
未
だ
夢
想
し
畑
町
去
か
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
る
時
代
に
於
て
、
市
武
徒
の
多
数
が
、
英
闘
を
去
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
の
は
営
然
で
あ
り
、
彼
等
は
未
だ
地
ヂ
線
下
に
る

る
彼
等
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
新
.
犬
地
で
百
現
し
ゃ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
一
六
二

O
年
に
は
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
に
乗
じ
て
プ
ワ



之
等
の
人
々
の
成
功
K
刺
戟
さ
れ
、

マ
ウ
ス
に
渡
っ
た
ピ
ル
グ
リ
ム
ス
フ
ア
ザ

l
ス
が
る
っ
た
。
彼
等
は
上
速
の
如
く
、
分
離
祇
中
の
組
合
一
棋
に
屈
す
る
も
の
で
あ
る
ロ

一
六
二
七
年
頃
か
ら
荷
数
徒
の
指
導
者
は
、
ュ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
植
民
地
を
形
成
す
ぺ
く

移
民
を
送
り
、
失
第
に
そ
の
数
を
増
し
、
一
六
一
二

O
年
に
は
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ

S
c
vロ
巧
日

Ere-
が
一
千
人
の
開
韓
を
率
い
て

移
住
す
る
事
と
な
っ
た
P

彼
等
は
ボ
ス
ト
ン
を
中
心
と
し
て
殖
民
地
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
プ
リ
マ
ウ
ス
の
人
々
と
は
異
っ
て

長
老
誠
に
属
す
る
人
々
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。

=ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
、
此
等
の
二
大
勢
力
闘
は
、
如
何
友
る
枇
A
W
集
圏
を

形
成
し
ゃ
う
と
し
た
の
で
る
ら
う
か
。
営
然
に
彼
等
は
、
そ
の
基
く
所
の
宗
教
上
の
意
見
に
よ
っ
て
、
植
民
地
に
於
て
も
此
の
主
張

す
る
数
舎
を
樹
立
せ
ん
と
し
た
。
否
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
此
の
常
時

k
b
つ
て
は
、
数
舎
は
即
ち
市
民
枇
舎
で
あ
っ
た
。
教

合
組
織
が
即
ち
市
民
一
枇
合
の
組
織
で
あ
り
、
数
合
組
織
法
は
同
時
に
枇
合
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
+
引
に
数
合
組
織
に
閲
す
る

彼
等
の
主
張
b
L
、
キ
リ
ス
ト
教
の
始
源
に
遡
っ
て
検
討
す
る
事
と
す
る
。

元
来
、
キ
リ
ス
ト
教
は
数
合
組
織
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
・
志
向
を
有
し
、
叉
夫
は
如
何
な
る
綿

K
沿
っ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
ら

う
か
。
キ
リ
ス
ト
自
身
は
、
今
日
の
聖
書
を
信
頼
す
べ
き
も
の
ξ
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
教
へ
の
中
に
於
て
、
教
命
日
な
る
語
を
只
二
回

し
か
用
ひ
て
屈
な
い
の
で
る
る
。

一
段
員
の
意
義
の
数
合
即
ち
メ
、
ン
ア
的
「
一
脚
の
選
民
」
な
る
普
遍
的
意
義
に
用
ひ
た
場
合
で
る
つ

て
、
之
は
マ
ダ
イ
停
第
十
六
章
十
八
節
に
現
は
れ
て
居
る
。
叉
他
の
一
聞
は
、

ユ
ダ
ヤ
の
シ
ナ
ゴ

l
グ

(
m
w河
口
位
向
2
m
Z昂
)

に
封
昨
隠
す

る
ロ
ー
カ
ル
な
意
義
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
之
は
マ
タ
イ
停
第
十
八
幸
十
七
節
に
現
は
れ
て
居
る
。
若
し
現
賓
の
信
仰
者
の
圏

腫
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
之
に
闘
し
て
キ
リ
ス
ト
の
な
闘
し
た
所
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
自
身

は
、
夫
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
叉
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
可
き
か
に
う
い
て
は
、
何
事
も
言
っ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
キ

リ
ス
ト
教
の
原
始
時
代
に
は
、
信
仰
者
は
彼
等
自
身
を
ユ
ダ
ヤ
数
派
の
一
と
考
へ
て
居
た
と
忠
は
れ
る
の
で
あ
る
。

生」ノ

九
章
二
卸
)
。
従
う
て
そ
の
集
圏
は
、
ユ
ダ
ヤ
敬
圏
の
例
に
な
ら
っ
て
年
長
者

F

何

r
r
g
)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
殴
督
さ
れ
た
も
の
と

(
使
徒
行
停
第

考
へ
ら
れ
る
の
で
る
る
c

ハ
ル
カ
停
第
四
章
十
六
師
〉
。
即
ち
原
始
キ
リ
ス
ト
教
舎
は
、

ユ
ダ
ヤ
的
長
老
制
で
あ
っ
た
も
の
L

如
く
で

ニュ
1
イ
シ
グ
ラ
シ
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
一
九
九



一ユ
l

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一六
O

あ
る
。
然
る
に
，
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
が
、
呉
邦
人
の
聞
に
蹟
ま
る
に
従
ひ
、
数
合
の
組
織
は
、
ゃ
う
や
く
ギ
リ
シ
ャ
的
と
な
っ
て
行

っ
た
の
で
る
る
。
此
の
時
、
ギ
リ
シ
ャ
の
各
都
市
に
あ
る
特
権
市
民
の
支
配
圏
瞳
ヱ
ク
レ
シ
ア
(
同
r
E
2
5
)
が
教
舎
組
織
の
琵
民

註
七

に
指
導
的
役
割
を
つ
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
夫
は
単
に
ヱ
ク
レ
シ
ア
な
る
語
が
、
教
舎
を
指
し
て
用
び
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
ば
か
り

で
な
く
、
数
合
の
内
容
も
亦
エ
ク
レ
シ
ヤ
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
』
る
数
合
の
ギ
リ
シ
ャ
的
展

聞
は
二
つ
の
方
向
に
向
っ
て
行
は
れ
た
。
そ
の
一
一
は
、
教
舎
を
支
配
す
る
も
の
は
、
選
ま
れ
た
人
々
の
闇
簡
で
る
る
事
で
あ
っ
た
。

歌
合
が
、
キ
リ
ス
ト
の
一
例
の
精
神
を
共
有
す
る
同
志
の
人
k

の
集
圏
で
あ
る
事
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
岡
家
が
、
白
山
な
市
民
の

築
圏
で
る
る
事
と
同
一
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
が
、
王
或
ひ
は
貴
族
、
或
ひ
は
共
他
の
優
れ
た
る

人
或
は
人
々
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
が
如
く
、
数
合
も
亦
濯
ま
れ
た
職
務
権
賞
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

此
庖
に
於
て
ユ
ダ
ヤ
の
長
老
主
義
が
ギ
リ
シ
ャ
的
根
掠
を
有
す
る
一
帯
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
L

る
職
務
権
営
者
は
‘
信
仰
者
に
よ

っ
て
謹
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
使
徒
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
の
が
原
別
で
あ
り
、
信
仰
者
の
中
に
於
て
も
一
岬
の
賜
物
に
息
ま
れ
た

ハ
ピ
リ
ピ
人
へ
の
書
第
一
章
一
節
、
使
徒
行
停
第
六
章
三
節
!

六
節
、
テ
モ
テ
前
書
第
五
章
十
七
節
、
テ
ト
ス
へ
の
書
第
一
挙
七
節
l
九
節
、
使
徒
行
停
第
六
章
一
節
一
一
節
、
使
徒
行
停
第
十
一
章

二
十
九
節
一
一
4

十
節
、
使
徒
行
停
第
二
十
掌
十
七
節
、
使
徒
行
停
第
十
同
意
二
十
三
節
、
テ
ト
ス
へ
の
誓
第
一
章
五
節
、
ベ
テ
ロ
前
帯

第
五
章
一
節
、
使
徒
行
停
第
一
章
十
五
節

l
二
十
六
節
)
。

人
々
で
る
っ
て
、
長
老
、
及
び
執
事
と
呼
ば
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

+
引
に
ギ
リ
シ
ャ
都
市
岡
家
か
ら
の
類
推
の
第
二
の
方
向
は
、
都
市
相
支
間
の
閥
係
の
数
合
相
互
間
の
闘
係
へ
の
準

m
k闘
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
諸
都
市
を
統
一
し
て
、
之
を
支
配
す
る
唯
一
の
都
市
が
存
在
し
-
な
か
っ
た
如
く
、
多
数
の
歌
合
か
ら
成

る
一
の
数
命
日
は
存
十
忙
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
各
々
地
方
教
A
W
に
夫
自
身
の
統
一
を
あ
た
へ
た
。
即
ち
各
々
は
キ
リ
ス
ト

の
睡
で
る
り
、
一
岬
の
由
主
所
固
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
普
遍
的
教
舎
は
存
在
せ
や
、
叉
存
在
す
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
・
な
か
っ
た
の

註
八

で
る
る
。
従
っ
て
使
徒
時
代
、
叉
そ
れ
に
臨
く
時
代
に
於
て
は
地
方
的
自
治
が
金
数
合
の
組
織
の
根
幹
を
な
し
て
居
た
の
で
あ
あ
。



以
上
の
論
述
を
要
約
す
れ
ば
、
原
始
品
駅
舎
は
、

ユ
ダ
ヤ
的
遺
産
を
仲
裁
礎
と
し
て
居
た
が
、
使
徒
時
代
以
後
は
、
夫
を
護
民
せ
し
め

ギ
リ
シ
ャ
都
市
及
び
ギ
リ
シ
ャ
L
」
同
様
の
組
織
を
作
し
、
各
地
ト
刀
敬
合
を
支
配
す
る
も
の
は
、
長
老
者
或
は
長
老
者
閣
で
あ
る
が
、

各
地
方
数
合
そ
の
も
の
に
は
、
自
治
が
認
め
ら
れ
て
居
た
と
言
ふ
市
習
に
な
る
。
然
し
組
織
は
す
べ
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
護
民

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
各
分
子
が
、
夫
々
の
時
に
鷹
じ
て
、
願
者
友
愛
建
危
な
す
も
の
で
あ
る
。
教
合
個
別

織
も
亦
、
上
述
し
た
如
き
も
の
に
同
定
す
ぺ
き
で
は
友
か
っ
た
。
即
ち
夫
は
形
式
で
な
く
、
賓
館
で
あ
っ
た
か
ら
、
夫
々
の
時
に
よ

っ
て
護
展
す
ぺ
き
性
格
を
有
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
党
づ
斯
る
数
合
組
織
か
ら
時
の
経
過
と
共
に
港
大
な
カ
ソ
リ
ッ
ク
数
合
が
成
伝

す
る
事
と
な
っ
た
O
で
あ
る
。

カ
ソ
リ
ッ
ク
歌
合
は
、
先
づ
、
各
地
方
教
合
を
支
配
す
る
長
老
者
聞
の
中
に
、
専
任
の
職
務
婚
営
者
即
ち
併
職
者
と
然
ら
ざ
る
も

の
を
生
じ
た
事
に
、
そ
の
端
を
護
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
プ
レ
ス
ピ
タ

l
ス
が
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
エ
ル
ダ
l
ス
と
に
分
た
れ
、
而
も
此

の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
、
使
徒
の
承
櫨
者
で
あ
る
と
の
思
想
が
・
次
第
に
時
間
ま
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
、
か
く
て
、
併
と
俗
人
と
の
聞
の

溝
が
次
に
燐
ま
り
、
遂
に
五
、
六
世
紀
頃
に
は
、
俗
人
は
全
く
の
精
神
的
幼
年
者
に
堕
す
る
に
至
っ
た
の
で

b
る
。
又
一
方
に
於
て

各
地
方
教
舎
の
併
職
の
聞
に
、
・
次
第
に
首
座
ハ
司
ユ
E
5
2
Z『

HVMqgd
が
生
や
る
事
と
な
っ
た
白
が
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
数
合
成
す
.
の
第

二
の
要
因
で
る
っ
た
。
之
は
、
第
四
世
紀
の
頃
か
ら
の
、
首
都
の
大
監
督
の
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
L

る
大
段
以
円

即
ち
地
方
首
都
ゆ
第
一
位
の
伶
は
、
次
第
に
他
の
少
都
市
の
兄
弟
の
上
に
、
支
配
構
を
獲
得
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
地
方
自
治
は
漸
弐
失
は
れ
、
各
地
方
救
命
日
の
内
部
に
於
て
、
併
職
考
が
支
配
す
る
と
共
に
、
会
~
数
合
を
支
配
す
る
普
遍
的
教

合
即
ち
カ
ソ
リ
ッ
ク
数
合
が
出
現
し
た
の
で
る
り
、
而
も
此
の
普
遍
的
数
合
に
於
て
は
、
序
列
を
た
す
情
聴
者
が
、
使
徒
の
侍
承
の

櫨
威
と
序
列
の
力
に
よ
っ
て
支
配
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
発
し
、
そ
れ
迄
の
教
舎
が
、
ギ
リ
シ
ャ
都
市
閥
円
欲
的
で
あ
る
と
一
百

ふ
な
ら
ば
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
舎
は
、
ま
さ
に
ロ

1
7ザ
閥
的
で
あ
っ
た
り
而
し
て
夫
は
壊
に
ロ

i
マ
帝
同
の
組
織
を
、
カ
ソ
リ
ッ
ク

教
曾
が
形
式
的
に
採
用
し
た
の
み
で
な
く
、

ロ
ー
マ
帝
閥
と
カ
ソ
リ
ッ
ク
数
合
と
は
・
ま
さ
に
一
慌
の
も
の
で
あ
る
事

p-意
味
す
る
の

ニュ
1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
六



ニュ
1
イ
y
グ
ラ

y
ド
の
清
教
徒
植
民
4
4
に
就
て

一
六

で
る
る
。

宗
教
改
革
者
は
、
か
L

る
状
態
に
到
し
て
挑
戦
し
た
も
の
で
る
る
が
、
夫
は
先
づ
僧
職
者
の
精
榊
的
支
配
を
否
定
す
る
事
か
ら
向

裂
し
た
。
即
ち
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
に
よ
る
岬
へ
の
不
簡
の
接
近
が
、
改
革
者
の
最
大
の
目
標
-
な
の
で
あ
っ
た
。
然
し
上
述
し
た
所
か

ら
明
か
で
る
る
如
く
、
前
職
者
の
支
配
は
、
敬
合
組
織
と
不
可
分
の
関
係
に
ち
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
情
職
者
の
仲
保
を
否
定
す
る

事
は
、
同
時
に
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
敬
舎
の
組
織
を
否
定
す
る
事
と
な
り
、
叉
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
か
っ
た
。
従
っ
て
営
然
に
信
仰

者
。
新
ら
し
い
組
織
が
生
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
か
っ
た
の
で
あ
る
e

然
し
、
ル
ツ
タ
ー
は
此
の
重
要
な
鮎
に
は
無
関
心
で
あ

っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ル
ヅ
タ
ー
は
す
べ
て
の
買
の
信
仰
者
は
一
般
に
併
で
あ
る
と
言
ふ
貼
に
、
熱
情
的
に
問
執
し
、

借
職
階
級
を
否
定
し
た
が
、
教
合
の
精
神
的
調
立
と
特
権
と
に
つ
い
て
は
、
何
等
の
注
意
を
持
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
か
へ

っ
て
、
官
時
の
現
世
的
樺
力
の
所
有
者
例
へ
ば
王
伎
が
、
宗
教
上
の
優
越
佐
有
す
る
と
言
ふ
事
に
単
純
に
満
足
し
、
之
氏
闘
す
る
珂

論
を
展
開
す
る
事
を
せ
や
、
叉
か
く
の
如
き
事
情
の

F
に
於
て
と
そ
彼
の
改
革
事
業
が
よ
く
遂
行
さ
れ
る
事
を
信
じ
て
居
た
も
の
L

如
く
で
る
っ
た
。
此
の
傾
向
は
、
ド
イ
ツ
の
宗
敬
改
革
者
に
は
一
般
的
な
も
の
で
る
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
ド
イ
ツ
以
外
の
地
に
於
け
る
改
革
者
は
此
の
鮎
に
於
て
ル
ヅ
タ
ー
と
は
呉
る
道
を
あ
ゅ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
攻

書
殊
に
新
約
を
始
源
的
穀
理
の
探
求
の
震
の
み
で
な
く
、
叉
始
源
的
数
合
同
組
織
の
探
求
の
震
に
熱
心
に
研
究
し
た
の
で
あ
っ
た
。
侃
判

る
探
求
者
は
、
各
々
遠
隔
の
地
に
於
て
、
各
k

個
別
的
に
研
究
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
犬
部
分
は
得
た
所
の
結
論
に
於
て

一
致
し
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
一
致
し
て
得
た
数
舎
組
織
は
即
ち
聖
書
に
現
は
れ
た
、

ヂ
ダ
ヤ
的
遺
志
陀
が
ギ
リ
シ
ヤ
的
確
認
を
特
た

所
の
長
老
闘
の
組
織
な
の
で
あ
っ
た
。
此
の
長
老
主
義
の
組
織
は
カ
ル
ピ
ン
ハ
ト
『
S
ロ
(
丘
三
口
忌
cca
阿部
ω)
の
イ
ン
ス
チ
チ
ユ

l
チ

オ

(
F
a
F
E
C
吋
町
民
間
判
吉
岡
町
内
『
富
山

g
p
p
5
8
)
と
J

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
数
合
規
約
ハ

φ
E
S
S
2
2乙
笠
間
聞
広

G
5田
宏
同
L

、
品
開
宮
市
営
の
自
φ

4
3
 

に
於
て
明
確
に
定
型
化
さ
れ
、

ー
プ
の
州
製
校
に
が
、
け
る
訓
練
を
・
通
じ
て
あ
ま
ね
く
欧
洲
中
に
宣
布
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
之
に
よ
っ
て
験
洲
の
改
革
点
の
で
あ
っ
て

]訊品同〉

叉
カ
ル
ピ
ン
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
賢
践
し
た
所
、

叉
彼
の
ジ
ユ
ネ



教
A
M
H

組
繊
の
探
求
に
志
し
た
も
の
は
、
強
く
カ
ル
ピ
ン
の
影
響
を
受
け
る
に
至
り
、
英
同
に
は
、
カ
ル
ピ
ン
白
思
想
は
直
接
に
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
か
ら
又
同
時
に
カ
ル
ピ
ン
的
な
る
も
の
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
入
り
来
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ル
ピ
ン
が
樹
立
せ
ん
と
し
た
数
合
組
織
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
中
心
概
念
は
、
教
舎
の
職
務
携
常
者

は
唯
一
の
仲
保
者
キ
リ
ス
ト
イ
エ
ス
の
説
教
者
に
す
ぎ
友
い
と
言
ふ
黙
に
あ
る
の
は
、
首
然
で
あ
る
が
、
イ
ン
ス
チ
チ
ユ

1
チ
オ
に

現
は
れ
た
所
か
ら
は
そ
の
組
織
を
次
の
如
く
に
要
約
し
得
る
で
あ
ら
う
η

即
ち
、

一
、
各
教
舎
の
牧
師
圏
は
相
互
に
濁
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
h

る
牧
師
法
教
舎
に
よ
っ
て
正
式
に
拐
か
れ
日
つ
任
命
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
事

2
5
?
宮

伊

三

ご

二
、
年
長
の
監
督
者
が
、
信
仰
者
の
聞
か
ら
選
ば
れ
、
規
律
の
戒
告
と
賀
行
と
を
牧
師
と
共
に
行
ふ
事
ハ

F
g
・4
∞

湖

町

山

)

市
し
て
、
か
L

る
年
長
の
監
督
者
(
阿
古
巾
易
自
己
自
由
)
と
牧
師
ハ
宮
古
田
宮
『
由
)
と
が
長
老
で
あ
り
、
此
の
長
老
固
に
各
致
合

ω
支

配
は
勿
論
、
金
敷
舎
の
支
配
が
一
任
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
e

夫
は
一
の
法
廷
組
織
で
あ
っ
て
‘
審
級
制
を
友
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

右
の
如
き
組
織
は
長
老
者
圏
に
、
各
地
方
教
合
、
叉
全
教
舎
の
支
田
健
を
附
興
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
若
し
彼
の
理
想
h

と
し
た
所

が
全
面
的
に
貫
行
さ
れ
た
た
ら
ば
、
夫
は
ロ

l
マ
敬
舎
を
完
全
K
破
壊
す
る
強
聞
な
陸
制
で
あ
り
新
し
い
榊
政
制
度
貫
現
と
な
る
の

で
あ
っ
た
。
然
し
カ
ル
ピ
ン
は
そ
の
金
構
を
撮
っ
た
ジ
ユ
ネ
l
プ
に
於
て
さ
へ
も
、
彼
の
理
想
と
す
る
所
を
全
両
的
に
貫
現
し
得
た

註
九

の
で
は
な
か
っ
た
。
二
つ
の
力
が
彼
の
理
想
の
賓
行
を
妨
げ
た
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
は
、
人
々
が
あ
ま
り
に
宗
教
的
専
制
に
到
し

恐
怖
を
抱
い
て
居
た
と
言
ふ
事
で
あ
る
。

ロ
1
7
教
舎
の
束
縛
は
極
め
て
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
人
々
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
下
に
於
て
も
、
同
様
の
事
が
行
は
れ
る
の
を
甚
だ
し
く
倶
れ
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
カ
ル
ピ
ン
の
説
く
所
は
、
強
同
な

一
岬
政
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ー
マ
の
将
来
を
倶
れ
る
人
A

は
、
精
一
脚
的
専
制
の
賓
現
に
到
し
て
強
い
反
釘
を
表
示
し
た
の
で

あ
っ
た
。
第
二
の
力
は
、
都
市
権
力
で
あ
っ
た
。
営
時
都
市
は
、
既
に
弐
第
に
ロ
1
マ
及
び
封
建
諸
伎
の
勢
力
下
に
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
力
を
諮
へ
、
市
民
の
私
生
活
に
封
し
て
は
、
相
営
強
力
な
干
渉
を
行
っ
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
か
』
る
朕
態
に
於
て
は
カ
ル
ピ

-ユ
1
イ
ン
グ
ラ
y
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一六



-ユ
l
イ
y
グ
ラ
ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
六
回

ン
も
そ
の
理
怨
の
霞
現
に
つ
い
て
は
、
或
利
何
度
迄
都
市
営
局
と
安
協
を
行
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
エ
ネ
l
プ
に
於
て

は
市
執
政
官
は
信
仰
宥
の
行
欣
に
闘
し
て
或
程
度
の
監
督
棋
を
有
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

斯

ω如
く
市
立
H

同
の
牒
力
が
殺
人
将
組
織
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
雪
一
口
ふ
事
は
、
見
方
を
轡
へ
れ
ば
、
人
々
の
生
活
原
理
が
{
一
不
敬
に
の

み
依
存
す
る
時
代
が
、
ゃ
う
や
く
公
り
つ
、
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
而
も
カ
ル
ピ
ン
は
此
の
事
に
つ
い
て
は
、
之

を
止
む
を
得
ざ
る
安
協
と
見
、
生
活
の
棋
本
原
理
は
依
然
と
し
て
神
政
の
中
に
存
す
る
事
を
確
信
し
て
居
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

此

ω
彼
の
理
組
が
、
ジ
エ
ネ
l
プ
に
於
て
も
、
叉
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
も
、
完
全
に
は
賓
現
さ
れ
な
か
っ
た
事
は
、
カ
ル
ピ
ン
仮
の
人

々
を
し
て
、
往
々
そ
の
理
想
の
賓
現
に
週
逃
せ
し
め
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
る
く
ま
で
理
想
を
遁
ひ
、
何
底
か
に
於
て

之
を
賓
現
ぜ
ん
と
熱
望
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
理
想
。
賓
現
の
場
合
に
、
そ
の
中
心
概
念
と
な
っ
た
も
の
は
、
ジ
ユ
ネ
l
プ
健
制
で

は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
組
織
で
も
な
く
、
イ
ン
ス
チ
チ
ユ
!
チ
オ
に
現
は
さ
れ
た
所
で
あ
り
、
尚
更
に
進
ん
で
之
等
の
線
抵
を
な
す

所
の
カ
ル
ピ
ン
の
忠
忽
そ
心
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
之
と
そ
買
に
、
カ
ル
ピ
ン
の
一
利
政
的
貴
俊
主
義
と
し
て
要
約
さ
れ

る
所
の
も
の
で
あ
る
。

上
越
の
イ
ン
ス
チ
チ
ユ

l

チ
オ
に
現
は
れ
た
所
を
見
れ
ば
、
長
老
は
、
信
仰
者
の
問
か
ら
謹
ば
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
は
デ
モ

ク
ラ
チ
ッ
ク
な
傾
向
を
有
す
る
も
の
と
見
え
る
の
で
る
る
。
然
し
か
L
る
組
離
が
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
あ
る
と
言
ひ
得
る
得
に
は
先

づ
、
か
L

る
埋
ま
れ
た
人
々
の
鵡
胆
仰
が
支
配
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
と
、
一
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
e

換
言
す
れ
ば
、
か
L

る
人
々

の
合
議
が
支
配
力
を
宥
し
て
始
め
て
J

ア
モ
ク
ラ
シ
ズ
ム
の
第
一
の
僚
件
が
宏
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ル
ピ

V
A
D
開
制
に
於
て
は
、

長
老
は
埋
ま
れ
た
る
人
で
あ
る
が
、
か
』
る
人
々
の
合
議
に
封
し
で
は
、
か
L
る
人
々
に
あ
た
へ
ら
れ
て
居
た
樺
限
の
直
接
行
使

ば
、
決
し
て
詐
さ
れ
て
居
な
い
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
金
醐
躍
の
合
議
は
個
々
の
長
老
よ
り
も
徴
力
た
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
カ

ル
ピ
ン
は
法
ま
れ
た
る
人
が
蓮
ま
れ
た
る
所
以
即
ち
一
仰
の
賜
物
を
有
す
る
人
で
あ
る
貼
に
着
目
し
、
そ
の
賜
物
の
充
分
な
伸
張
を
ぺ
仰

の
命
と
考
へ
た
の
で
あ
っ
て
、
す
ぺ
て
の
信
仰
悼
の
が
か
h

る
賜
物
を
有
す
る
事
、
叉
そ
の

h
に
会
躍
の
介
議
が
構
成
せ
ら
る
可
き
も



の
で
あ
る
と
は
、
考
へ
-
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
思
想
の
中
に
は
、
夫
を
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
と
一
言
ぴ
得
る
話
に
は
、
一
岬
月
一
的

に
も
最
も
重
要
な
も
の
が
一
つ
映
け
て
居
た
の
で
あ
っ
実
。
そ
の
重
要
な
挟
け
た
る
も
の
と
そ
、
分
離
抵
の
人
々
が
熱
心
に
模
索
し

た
も
の
で
あ
り
、
十
八
世
紀
に
至
っ
て
意
外
に
も
神
を
離
れ
て
結
置
し
た
も
の
-
訟
の
で
あ
る
。
而
も
之
は
ル
ツ
タ

1
の
主
張
か
ら
導

き
出
す
方
が
カ
ル
ピ
ン
の
夫
か
ら
導
く
よ
り
も
遥
か
に
容
易
な
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
は
即
ち
、
個
人
の
傘
貴
の
根
源
性
に
闘
す
る
原

理
で
あ
っ
て
、
十
八
世
紀
の
人
々
に
よ
っ
て
「
円
然
椛
」

2
『
。
宮
口
芸
局
長
干
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
然
し
、
円
然

機
長
」
キ
リ
ス
ト
教
思
想
特
に
ル
ツ
タ
ー
の
夫
と
の
関
係
に
闘
す
る
論
越
は
、
後
に
譲
っ
て
、
ヵ
ル
ピ
ン
の
思
想
に
つ
い
て
、
論
究
そ

儲
け
る
事
と
す
る
。

元
来
、
カ
ル
ピ
ン
の
一
岬
皐
に
於
て
は
、
一
柳
は
窓
意
的
且
つ
絶
対
的
な
意
志
と
し
て
、
表
現
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
?
帥
は
威
力
あ

る
玉
の
主
で
あ
り
、
そ
の
構
成
は
普
遍
的
民
つ
非
制
約
的
で
あ
る
。
市
し
て
か
L

る
一
仰
の
概
念
に
、
彼
は
奮
約
の
へ
プ
ラ
イ
的
選
応

を
附
興
し
た
白
で
あ
っ
た
。
古
代
ヘ
プ
ラ
イ
の
思
想
家
は
彼
等
白
榊
エ
ホ
パ
の
王
的
属
性
を
叙
述
す
る
際
に
、
彼
等
の
知
る
限
り

ω
、

叉
彼
等
の
陥
慢
す
る
限
り
の
、
現
賞
、
非
現
賓
の
東
方
的
君
王
の
形
態
を
借
り
来
っ
た
事
は
明
白
な
事
置
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
の
し

ぴ
た
げ
ら
れ
た
運
命
の
聞
に
、
彼
等
の
周
園
の
巨
大
な
主
棋
者
1
l神
話
的
、
叉
現
賓
の

1

i
の
属
性
を
粂
ね
備
へ
、
市
も
之
等
の

上
に
君
臨
す
る
も
の
と
し
て
の
エ
ホ
パ
を
創
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
奮
約
に
於
て
段
、
エ
ホ
パ
は
そ
の
王
座
の
問
固
に
ケ
ル
ピ
ム

ハの

Z
Zず
百
)
ハ
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
六
章
一
節
詩
篇
第
十
八
章
十
節
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
第
十
章
エ
ヅ
ラ
書
第
二
章
五
十
九
節
〉
や
セ
ラ
ピ

ム

(
F
Z匂
Z
g
d
ハ
イ
ザ
ヤ
書
第
六
章
二
節
l
七
節
)
や
共
他
数
多
く
の
榊
を
し
た
が
へ
て
そ
の
王
座
に
つ
く
最
大
の
主
と
し
て
捕
か

れ
て
居
る
。
之
等
の
神
々
は
、
彼
等
が
エ
ジ
プ
ト
、
ア
ツ
シ
リ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
等
か
ら
借
り
来
っ
て
、
之
を
エ
ホ
パ
に
配
し
た
も
の

か
く
奮
約
は
君
主
的
且
つ
カ
ス
ト
的
思
想
に
飽
和
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
カ
ル
ピ
ン
は
、
か
L

る
ヘ
プ
ラ
イ
的

に
外
な
ら
な
い
。

東
方
的
専
制
君
主
の
思
想
に
、
更
に
十
六
世
紀
の
君
主
主
義
を
混
和
し
て
、
彼
の
・
柿
の
翻
念
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
中

心
翻
念
は
絶
封
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
曾
貴
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
根
本
原
理
は
、
彼
に
於
て
は
、
円
程
せ
ら
れ
る
に

一ユ
1
イ
γ
グ
ラ

ν
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
六
五



-ユ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
六
六

は
歪
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
奇
怪
に
も
彼
は
、
宗
教
改
革
が
そ
の
目
標
と
し
た
所
の
す
べ
て
の
制
度
と
枇
合
形
態
1
i夫
は
ロ

1

マ
帝
岡
と
ロ

1
マ
数
合
同
を
通
じ
て
、
古
代
東
方
の
専
制
主
義
か
ら
停
っ
た
も
の
で
あ
る
ー
ー
か
ら
逃
れ
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
の
で

る
る
。
彼
は
か
』
る
主
張
を
矯
正
す
る
代
り
に
、
夫
を
新
し
く
理
由
付
け
、
そ
の
振
怖
を
蛾
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

斯
の
如
き
、
一
川
を
宇
宙
を
支
持
す
る
も
の
と
す
る
絶
封
主
義
か
ら
、
二
つ
の
重
要
な
コ
ロ
ラ
リ
イ
が
費
生
し
た
。
一
は
道
徳
訟
の

絶
封
性
で
あ
り
、
他
は
一
仰
の
裁
断
の
必
要
で
あ
る
。
此
の
後
者
か
ら
一
柳
取
的
決
定
論
が
費
出
す
る
。
彼
の
橡
定
説
(
同
J
m
岡山注目
H
H

伊
丹
ゲ
ロ
)

が
即
ち
之
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
決
定
論
と
人
聞
の
院
落
怒
る
聖
書
の
叙
述
と
が
結
び
付
い
た
所
に
「
選
ま
れ
た
る
者
」
の
設
が
生

や
る
の
で
る
る
。
即
ち
人
k

の
多
数
除
、
愚
鈍
、
肉
的
、
ア
ダ
ム
の
子
等
で
あ
れ
ν
、
界
に
生
れ
、
罪
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
濯
ま
れ
た
る
人
身
の
み
が
、
救
は
れ
る
事
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
之
は
イ
ザ
ヤ
が
既
に
指
摘
し
た
如
く
た
の
で
あ
る
。

斯
の
如
き
一
柳

mrに
よ
れ
ば
、
例
入
は
明
か
に
如
何
な
る
意
義
に
於
て
も
、
自
由
な
魂
で
は
あ
り
件
な
い
惑
と
友
る
。
此
底
に
は
、

人
間

ω完
全
性
の
概
念
を
容
れ
る
飴
地
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
宇
宙
の
支
配
者
で
あ
る
榊
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
k

の
赴
く
所
を
深
め

定
め
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
く
L
て
救
は
れ
る
も
の
、
…
明
に
謹
ま
れ
た
る
人
々
は
、
一
神
の
拍
車
者
に
外
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。
彼
写

は
一
岬
の
敬
舎
に
集
ふ
。
彼
等
は
義
の
使
徒
で
あ
り
、
一
岬
の
意
志
が
行
は
れ
且
つ
義
が
不
正
を
厭
一
せ
ん
が
潟
に
、
地
ト
.
0
大
場
開
の
銘
に

召
さ
れ
た
る
も
の
に
外
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

斯
る
思
想
を
受
容
す
る
の
は
、
如
何
な
る
人
k

で
あ
る
か
は
、
そ
の
思
想
の
特
質
か
ら
も
明
か
と
な
る
所
で
あ
る
。
此
の
思
想
の

特
質
は
、
そ
の
貴
族
主
義
な
る
離
に
求
め
る
事
が
出
来
る
が
、
英
闘
に
於
て
は
現
置
に
権
力
を
有
す
る
階
級
厨
は
、
か
L
る
榊
棋
を

最
H

午
や
必
要
と
は
し
-
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
思
想
の
受
容
は
、
現
在
の
鰹
制
の
訟
明
の
必
要
の
震
に
行
は
れ
、
又
将
来
樹
立
せ
ん
と

す
る
鰐
制
の
義
底
と
な
す
需
に
行
は
れ
る
。
営
時
英
閣
の
支
配
階
居
に
あ
っ
て
は
、
彼
等
の
支
配
を
説
明
す
る
も
の
は
、
岡
教
抵

ω

理
論
で
充
分
で
あ
っ
て
、

カ
ル
ピ
ン
の
野
心
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
彼
等
に
は
か
へ
っ
て
危
除
で
さ
へ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら

ば
、
カ
ル
ピ
ン
の
思
想
は
、
王
と
併
疋
と
一
一
日
ふ
限
定
さ
れ
た
例
入
の
支
持
を
目
標
ム
す
る
も
の
で
は
な
く
、
選
ま
れ
た
る
人
々
の
稜



展
の
根
仙
闘
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
カ
ル
ピ
ン
の
思
想
は
未
だ
充
分
に
現
資
化
さ
れ
て
は
居
ゑ
か
っ
た
。

放
に
力
を
有
し
、
而
も
そ
の
力
の
具
鴨
的
護
現
の
詮
を
求
め
つ
L

る
っ
た
人
々
に
と
そ
、
此
の
思
想
は
受
容
せ
ら
る
可
き
性
格
を
有

仁
て
居
た
の
で
あ
る
。
即
ち
英
国
に
於
て
長
老
主
義
を
奉
じ
た
人
々
は
、
中
間
度
階
級
の
人
々
で
あ
り
、
叉
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
ペ
i

に
於
て
、
植
民
地
を
構
成
し
た
長
老
抵
の
人
k

は
、
ヂ
エ

l
ム
ズ
一
世
三
六

O
一一一年
1

一
兆
二
五
年
)
時
代
の
、
貴
族
と
市
民
と

の
中
聞
に
位
す
る
人
々
で
あ
っ
た
の
で
る
る
。
彼
等
の
大
部
分
は
官
裕
で
あ
り
、
叉
常
時
の
高
名
の
人
物
の
近
松
者
も
る
り
、
更
に

叉
か
L
る
植
民
に
賛
成
し
た
も
の

L
中
に
は
後
に
重
要
な
地
位
に
つ
い
た
議
舎
人
も
あ
っ
た
の
で
る
る
。
彼
等
の
中
に
は
若
し
英
同

に
憎
ま
っ
て
居
て
も
恐
ら
く
は
大
名
を
注
し
た
で
あ
ら
う
人
物
も
決
し
て
齢
く
は
な
か
っ
た
。
即
ゆ
り
彼
等
は
力
を
有
し
、
た
さ
ん
と

す
る
意
力
乞
し
、
そ
の
理
想
を
賓
現
す
べ
き
舞
牽
を
求
め
、
而
も
英
開
花
於
て
段
、
そ
の
理
想
の
資
現
は
望
み
難
い
欣
態
に
置
か
れ

て
居
た
人
K

な
の
で
あ
っ
た
。

最
.
一
一
初
の
ガ
パ
ナ

1
、
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ

(rzd」
里
げ
き
ち
は
営
時
間
十
二
歳
、
サ
フ
ォ
ー
ク
で
大
エ
ス
テ
ー
ト
を
持
つ
カ
ン
ト

U
7
1
ジ
エ
ン
ト
凡
マ
ン
で
あ
り
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
一
人
イ
l
b
ン

(
恒
三

c
R
は
デ
ン
マ
ー
ク
法
廷
に
於
け
る
英
閣
官
吏
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
地
位
に
あ
る
人
々
が
階
級
枇
舎
の
風
に
充
分
に
浸
潤
し
て
居
る
事
は
想
像
に
難
く
な
い
所
で
あ
る
。
彼
等

は
す
べ
て
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
見
ら
れ
る
事
を
熱
望
し
、
新
世
界
に
於
て
も
、
欝
吠
界
に
於
け
る
が
如
く
、
字
封
建
的
な
欣
態
に
於

て
、
家
の
子
郎
葉
を
従
へ
た
生
活
を
望
ん
で
居
た
の
は
営
然
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
階
級
を
貴
び
、
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
の
停
統
的
権
利
を

要
求
し
た
の
で
る
る
。
彼
等
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
支
配
し
、
人
民
が
服
従
す
る
雰
園
祭
を
最
上
の
も
の
と
し
た
の
で

b
っ
た
。
か

L

る
彼
等
の
要
求
に
一
紳
政
的
貴
族
主
義
が
申
八
7
・
な
く
適
合
し
た
の
は
常
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
向
然
し
叉
一
方
彼
等
の
中

K
は
市

民
的
気
質
も
大
い
に
あ
っ
た
事
は
見
越
す
事
を
得
な
い
。
彼
等
は
い
は
C
静
在
的
-
資
本
家
で
あ
っ
て
、
土
地
所
有
を
犬
に
せ
ん
と
し

契
約

κ鋭
く
、
取
引
に
熱
心
で
る
っ
た
。
彼
等
は
楠
民
の
初
期
に
活
漉
友
商
人
的
生
活
に
入
り
、
四
イ
ン
ド
貿
易
の
矯
の
舶
舶
を
建

浩
[
、
-
ご
一

I
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
沿
岸
の
的
業
に
加
は
っ
た
極
め
て
活
動
的
友
人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宍
想
的
な
思
想
家
で

ニュ
1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
六
七



ニュ
1
イ
γ
グ
ラ

y
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
六
八

詮
一

O

は
な
く
、
優
れ
た
行
政
官
で
あ
り
、
熱
心
た
現
質
的
活
動
家
で
あ
っ
た
。

斯
の
如
き
人
々
が
、
元
来
宗
教
的
情
熱
を
有
し
、
自
ら
を
義
の
賀
現
者
と
考
へ
し
め
る
榊
唱
を
あ
た
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

彼
等
が
新
天
地
に
於
て
構
成
せ
ん
と
し
、
叉
現
貰
に
構
成
し
た
枇
舎
が
如
何
ゑ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
充
分
に
想
像
の
つ
く
所
と

一
言
は
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
思
想
の
具
瞳
的
費
現
と
そ
彼
等
の
目
標
で
あ
り
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
ベ
イ
地
方
に
於

け
る
植
民
初
期
の
統
治
は
、
之
を
度
外
脱
し
て
は
到
底
理
解
す
る
事
を
梓
-
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
私
は
そ
の
叙
述
に
入
る
前
に
、
彼

等
と
相
反
す
る
立
場
に
あ
っ
た
プ
リ
マ
ウ
ス
の
植
民
者
建
に
つ
い
て
論
究
し
な
け
れ
ば
怒
ら
な
い
。

-K
越
の
如
く
、
ル
ツ
タ
ー
は
彼
の
大
主
張
で
あ
る
「
す
ぺ
て
の
信
仰
者
は
僧
L

を
具
開
化
す
る
数
合
組
織
を
樹
立
す
る
に
は
至
ら

-
な
か
っ
た
。
之
は
、
か
L

る
形
態
の
毅
命
H

を
持
つ
可
き
充
分
友
信
仰
者
の
闇
簡
を
彼
が
有
し
・
な
か
っ
た
事
K
よ
る
も
の
と
も
考
へ
ら

れ
る
が
、
又
一
方
に
は
、
一
円
洗
波
K
劃
す
る
一
般
的
恐
怖
が
、
そ
の
賓
現
を
妨
げ
た
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
河
洗
慌
に

つ
い
て
は
、
上
に
蝿
れ
る
所
が
あ
っ
た
が
、
之
は
宗
教
改
革
運
動
の
最
も
念
進
的
友
分
子
で
る
っ
て
、
停
統
的
形
態
を
す
べ
て
離
れ

て
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
を
一
件
興
ぜ
ん
去
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
か
L

る
品
目
準
的
分
子
が
脇
陣
忌
を
招
い
た
の
は
、
改
革
運
動
の
初

矧
に
あ
っ
て
は
常
然
で
あ
る
の
で
・
あ
る
が
、
そ
の
思
想
中
に
は
、
後
K
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
部
分
を
A
R
ん
で
属
た
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
あ
る
再
抗
抵
の
サ
ー
ク
ル
に
於
て
は
、
信
仰
者
の
生
活
の
す
べ
て
を
規
整
す
る
、
紳
と
信
仰
者
と
の
聞
の
聖
一
約
(
の
つ
4
2
5ご

註一一

の
思
忽
、
又
特
に
信
仰
者
相
互
間
の
夫
の
原
始
的
思
想
が
、
再
興
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
此

ω
思
想
は
、
大
陸
に
於
て
は
永
績
す
る

に
五
ら
・
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
遁
放
宥
の
コ
ロ
=
イ
が
英
闘
に
於
て
始
め
ら
れ
た
の
で
る
っ
た
。
伺
し
夫
は
同
様
に
、
公
然

ロ
ン
ド
ン
及
び
そ
の
隣
接
郡
そ
の
他
の
地
に
於
て
、
十
六
世
初
頭
以
来
、
秘
終
合
合
と
し
て
存
臨
し

た
る
形
態
を
採
る
に
苓
一
ら
や
、

て
肘
た

ω
で
あ
っ
た
。
此
の
思
想
の
流
れ
は
、
徐
々
に
で
は
る
る
が
、
・
次
第
に
力
強
く
な
り
、
す
べ
て
を
信
仰
者
の
友
愛
の
純
化
に

捧
げ
る
態
度
に
迄
進
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
清
教
徒
が
、
関
数
合
の
内
に
・
止
ま
る
可
き
か
否
か
の
問
題
に
直
面
し
た
時
、
此

の
忠
惣

ω
械
に
肘
た
人
々
は
、
か
L

る
臨
時
情
的
態
度
を
、
彼
等
の
数
合
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
の
首
長
に
到
す
る
叛
逆
と
考
へ
、
彼
等



の
良
心
に
働
く
一
仰
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
敢
然
と
し
て
同
教
舎
か
ら
の
分
離
を
決
心
l
た
の
で
あ
っ
た
。
か
L

る
分
離
抵
の
思
想
は
プ

ラ
ウ
ン
ハ
出
。
宮
ユ
切
一
g
当
H

H

)

の
著
書
(
切
c
o
w
毛
げ
山
岳
谷
町
三
r
S巾

]
-
p
g
L
E
S
5
5
0同
笹
口
言
寄
与
ユ
邑
自
由
・
凶
器
M
W

〉
に
よ

詮
二
一

っ
て
明
か
托
さ
れ
た
の
で
あ
る
@
而
し
て
プ
ラ
ウ
ン
は
此
の
分
離
の
根
擦
を
、
榊
と
一
仰
の
人
々
と
の
聞
の
コ
ペ
ナ
ン
ト
に
置
い
た
の

で
あ
っ
た
。
か
L
る
コ
ペ
ナ
ン
ト
は
キ
リ
ス
ト
の
沿
き
て

κ従
っ
て
、
個
人
的
に
も
閤
際
的
に
も
す
ぺ
て
の
信
仰
者
の
行
動
を
支
配

す
る
も
の
と
見
た
の
で
あ
る
。
か
h
A

る
契
約
の
立
場
に
立
て
ば
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
者
は
同
等
の
地
位
を
有
し
、
彼
等
を
支
配
す
る
も

の
は
、
日
仰
と
彼
等
以
外
に
は
存
在
し
な
い
事
と
た
る
の
で
あ
る
。
教
合
校
日
の
彬
肢
と
作
務
と
は
、
人
々
か
ら
殻
す
る
の
で
は
な
く

紳
か
ら
向
る
の
で
あ
る
が
、
之
は
教
命
刊
の
正
営
た
同
意
の
下
に
行
は
れ
る
の
で
あ
り
、
叉
姉
姉
毅
合
間
の
合
議
は
、
同
様

κか
h
h

る

立
場
に
於
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
教
舎
は
孤
立
す
る
も
の
で
は
友
い
が
、
何
れ
も
自
治
的
存
花
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ

る。
期
の
如
き
プ
ラ
ウ
ン
の
思
想
が
、
再
洗
減
か
ら
山
川
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
飴
地
は
充
分
陀
あ
る
が
、

コ
ペ
ナ
ン
ト

思
想
に
改
革
的
意
義
を
附
し
た
の
は
再
洗
一
棋
に
求
む
可
き
で
あ
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
到
す
る
そ
の
影
響
も
肯
定
す
べ
き
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
兎
も
角
、
プ
ラ
ウ
ン
の
か
L
る
思
想
は
、
後
の
分
離
一
ほ
の
殻
臼
肢
の
重
大
友
義
民
と
・
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
現
世
の

交
問
者
は
、
教
A
W
H

に
つ
い
て
何
等
の
権
利
を
有
せ
や
、
叉
宗
較
は
一
仰
の
前
に
於
け
る
個
人
の
良
心
の
事
項
で
あ
る
と
の
思
想
が
確
ム
比

さ
れ
、
す
べ
て
の
組
織
は
之
か
ら
川
護
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
は
教
舎
の
形
態
は
、
組
合
的

(
O己
宵
omえ
な

2
5
3
な
も
の
に
左
ら
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
組
合
祇
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
此
の
黙
に
護
す
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ウ
-
J

は
一
五
八

O
年
頃
に
、
か
・
ミ
る
穀
倉
の
長
初
の
も
の
を
樹
立
し
、
次
第
に
そ
の
数
は
増
加
し
て
行
っ
た
が
、

ス
時
代
の
押
臨
時
一
に
よ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
英
同
を
去
り
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
於
て
数
合
を
つ
く
り
始
め
た
の
で
あ
っ
た
の
此
の
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム

K
逃
避
し
た
も
の

L
K、
ス
ク
ル

1
ピ
イ
(
∞
3
2
r竺
で
合
合
し
て
居
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
一
六

エ
リ
ザ
ベ

。
八
年
・
に
英
同
を
去
っ
た
も
の
で
あ
り
、

一六

O
九
年
に
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
か
ら
更
に
ラ
イ
デ
ン

(
F
q
L
2む
に
移
っ
た
の
で
あ

-ユ

1
イ
ν
グ
-
ア

ν
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

一
六
九



一ユ

1
イ
ν
グ
ラ
シ
ド
の
清
教
徒
縞
民
者
に
就
て

一七

O

託
一
三

っ
た
r

此
の
ス
ク
ル
1
ピ
イ
ラ
イ
デ
ン
数
合
は
、

ロ
J

ピ
ン
ソ
ン

ハ-
H
O
E
H
W
C
E
H
き
る
の
指
導
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は

オ
ラ
ン
ダ
の
自
由
友
涼
園
祭
の
中
で
、
'
反
抗
的
態
度
を
，
次
第
に
失
ひ
、
寛
容
を
そ
の
特
性
と
す
る
椋

κな
っ
た
の
で
あ
る
。

る
川
山
恕
を
有
す
る
ラ
イ
デ
ン
数
合
員
中
の
エ
ル
ダ
!
、
プ
リ
且
ス
グ

1
2ヨE
P
E
H凶
5
5
g乙
が
率
い
た
一
闘
が
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー

註
一
四

に
乗
船
し
た
入
荷
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
犬
部
分
は
貧
し
い
一
介
の
農
夫
或
は
間
合
出
の
人
k

で
あ
り
、
此
の
賠
に
於
て
、
カミ

L 

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
ベ
イ
の
人
々
と
は
大
い
に
異
る
の
で
る
っ
た
。
彼
等
は
、
大
陸
に
於
い
て
、
英
岡
の
出
来
事
と
絶
縁
さ
れ
て
日

を
送
り
、
且
つ
寛
察
、
な
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
指
導
下
に
於
て
、
¥
原
始
的
た
組
合
抵
の
敬
設
と
慣
行
と
に
於
て
訓
練
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
に
沌
航
す
る
際
に
は
、
彼
等
は
彼
等
と
共
に
意
識
的
に
、
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
た
組
合
意
識
を
持
ち
来
っ
た
の
で
あ
っ

た
が
、
之
は
彼
等
の
単
純
な
要
求
に
合
し
、
且
つ
日
常
生
活
の
経
験
か
ら
次
第
に
形
を
整
ふ
る
に
至
っ
た
も
D
な
の
で
あ
っ
た
，
而

し
て
此
の
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
た
敬
合
組
織
は
舶
上
で
起
草
さ
れ
た
植
民
地
契
約
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
新
関
躍

の
組
織
法
が
、
帥
と
入
、
叉
一
川
の
人
k

・
の
聞
の
契
約
に
存
す
る
事
は
、
上
述
し
た
所
か
ら
明
か
で
あ
ら
う
。
此
虚
に
於
て
は
、
人
々

は
す
ぺ
て
榊
の
人
と
し
て
千
等
な
の
で
あ
る
。
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
棋
本
原
理
で
る
る
、
個
人
の
傘
貴
性
の
根
廿
掠
或
は
自
然
様
の

設
は
勿
論
未
だ
確
立
さ
れ
る
に
は
至
ら
・
な
か
っ
た
が
、
人
K

が
紳
と
の
闘
係
に
於
て
、
乎
等
で
る
る
と
の
原
理
が
、
教
品
開
組
織
の
又

市
民
組
織
の
根
義
と
な
る
に
五
一
っ
た
の
で
る
る
。
各
人
は
侵
す
可
か
ら
ざ
る
地
位
を
有
す
る
が
故
に
、
教
舎
を
支
配
す
る
も
の
は
、

数
合
員
で
あ
り
、
叉
金
歌
合
を
支
閉
す
る
も
の
段
、
臨
戦
合
員
の
構
成
す
る
合
議
即
ち
組
合
(
(
リ
C
H
w
m
吋
英
三
宮
口
)
に
外
た
ら
友
い
事
と

な
る
の
で
る
る
。

か
L

る
思
想
を
根
基
と
し
て
、
プ
リ
マ
ウ
ス
に
彼
等
が
組
織
し
た
枇
合
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
が
、
長
老
抵
の
人
語
の

枇
内
と
の
割
削
川
、
に
於
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
事
は
、
組
合
棋
の
人
K

の
構
成
せ
ん
と
し
た
底
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
於
て
、
既
に
経
験
を

得
た
も
の
で
あ
っ
た
事
で
あ
る
。
長
老
祇
は
そ
の
野
心
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
新
天
地
に
樹
立
せ
ん
と
し
た
が
、
組
合
減
は
、
彼
等
の

背
脱
却
の
時
代
に
そ
の
新
ら
し
い
枇
合
の
粧
験
を
充
分
に
積
ん
で
居
た
の
で
あ
っ
た
。
夫
は
最
早
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
友
く
、
構
成
物
で



あ
り
、
そ
と
に
は
熱
情
は
そ
れ
程
必
要
で
・
な
く
、
中
震
賓
な
努
力
の
み
が
要
求
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
之
は
彼
等
の
強
み
で
あ
り

長
老
汲
と
の
抗
争
に
於
て
充
分
な
働
き
を
な
し
得
ペ
き
特
聡
で
あ
っ
た
の
で
る
る
。
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土
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い
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英
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附

記

筆
者
は
、
植
民
地
時
代
の
ア
メ
り
カ
の
思
想
的
援
畏
に
臆
す
る
考
究
を
な
し
つ
L
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
ア
メ
ロ

ヵ
思
想
の
淵
源
k
し
て
の
英
園
的
背
景
に
つ
い
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
思
想
の
研
究
に
於
て
は
現
賓
に
現
は
れ
た
枇
曾
制
度
、
極
端
凹
組

一ユ

1
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
の
清
教
徒
植
民
者
に
就
て

七



ニ
ュ

l
イ
シ
グ
ラ

νド
の
沼
教
徒
植
民
者
に
就
て

七

織
を
材
籾
と
し
て
、
新
の
如
き
制
度
、
組
織
は
如
何
な
る
思
想
に
そ
の
淵
掘
酬
を
援
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
論
究
す
る
の
が
そ
の
方
法
で
あ
る
正
考
へ

る
も
の
で
あ
る
。
故
に
本
稿
は
、
ニ
ュ
1
イ
シ
グ
ラ
シ
ド
に
於
け
る
各
般
の
制
度
、
組
織
の
殺
越
の
結
論
主
主
一
一
一
言
ふ
可
台
も
の
で
あ
っ
て
、
い
は
ピ

俄
設
を
除
い
た
終
結
或
は
鐙
明
と
も
言
ふ
可
〈
叉
夫
自
身

k
し
て
も
紙
数
の
制
限
の
矯
極
め
て
不
完
全
な
も
の
を
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
。
然

L
一
方
時
間
的
に
は
之
等
の
思
想
が
制
度
組
織
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
ア
メ
リ
カ
思
想
の
特
殊
な
鮪
は
、
夫
が
英
闘
で
後

生
し
た
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
英
閤
的
基
底
を
倣
い
た
一
世
曾
僚
件
の
下
で
特
異
な
援
護
を

L
た
も
の
で
あ
る
黙
に
存
す
る
の
で
、
此
の
一
一
黙
か
ら

見
て
未
完
成
の
も
の
で
あ
る
が
敢
て
端
技
表
す
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
此
の
様
な
未
完
結
の
も
の
を
貴
重
な
研
究
に
富
む
、
上
原
教
授
詑
念
論
文
集
に
加
へ
る
事
は
、
ま
こ
と
に
遠
慮
す
べ
き
事
と
言
ふ
可
き
で
あ

る
が
、
之
は
縮
民
閥
単
に
い
さ
さ
か
で
も
関
係
あ
る
論
究
を
寄
せ
た
い
主
の
筆
者
の
微
意
に
出
。
つ
る
も
の
と
し
て
教
授
並
び
に
執
筆
者
各
位
の
御
許
し

を
願
ひ
た
い
の
で
あ
る
。

向
ほ
一
つ
私
情
を
趨
べ
る
富
市
を
許
し
て
頂
く
事
と
す
る
。
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
筆
者
の
参
考
と
し
た
文
献
の
多
く
は
、
亡
交
際
臓
の
も
の

で
あ
り
、
殊
に
亡
父
が
青
年
時
代
、
エ
ユ

1
イ
ン
グ
ラ

νド
及
び
そ
の
近
傍
に
於
て
勉
車
中
に
讃
ん
だ
も
の
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
於

ζ
本
稿
及
び
之
に
韻
く
河
き
諸
論
究
は
筆
者
に
は
深
い
感
慨
を
あ
た
へ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ハ
十
九
、
七
、
二

O
)


